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≪事務事業の目的≫
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≪事務事業実施に係るコスト≫
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％
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[再掲]臨時・非常勤職員人件費（千円）

投
入
コ
ス
ト

小　　　　計

小　　　　計

人
件
費

職
員
の

受益者負担

職員人工数

県支出金

職員の年間平均給与額（千円）

5,361合　　　　　計 6,922

3,3664,548

5,610

0.60

813

2,778

0.80

56

3,556

5,685

対象（誰、何に対して）

事業主体

年度】

事務事業を構成する細事業

生活保護の適正実施のため、各種適正化の事業を行う。

一部委託

体制整備強化事業

意図（どのような状態に
したいのか）

医療扶助適正実施推進事業

会計区分

総合計画での位置付け

基本目標（章）

事務事業の実施背景
（どのような問題又は
ニーズがあるのか）

施策区分

内部管理事務
事業区分

実施の根拠
（複数回答可）

市長公約

ソフト事業

該当なし

金額

施設の維持管理事業建設・整備事業

千円】年度予定

一般会計 特別･企業会計【

その他【

義務的事業

計画等の策定事務

単年度のみ

3,556

実施方法 直営

事
業
費

(

千
円

)

国庫支出金

その他

一般財源

757

56

実施

H19

期間限定複数年度

地方自治体が地域社会のセーフティネット機能を強化し、もって生活保護受給者を含む地域の要援護者
の福祉の向上に資することを目的とするセーフティネット支援対策等事業のメニューで、生活保護の適正
な運営を確保するため、各種適正化の取組みを推進する必要があるため。

生活保護相談者、生活保護受給者、医療機関、生活保護関係職員

主要施策（節）

平成26年度

(4)低所得者福祉の充実

事務事業事後評価表

起債

生活保護適正実施推進事業

各種の取組みを推進することで、生活保護を適正に実施する。

事務事業の名称

事業期間
年度～

単年度繰返し

全部委託

H24年度決算

事務事業の具体的内容

H23年度決算

市県国 民間

　重点
　施策

(4)社会保障の充実

⑤いきいきと暮らせる福祉のまちづくり

年度まで】

細目

年度から】

新市建設計画【

生活保護法、同法施行規則法令、県･市条例等【

その他の計画【

総合福祉課

評価者（担当者）

担当課

清水　千尋

　該当

】

0

3,366

4,331

5,677

その他【

収入・資産状況把握等充実事業

5,6775,587

関係職員等研修啓発事業

5,587

】

全体計画H25年度決算 H26年度予算

診療報酬明細書等点検充実事業

⇒

補助金等交付

4,109

9,0438,953

0.60

3,366

0.60

5,610 5,610
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≪事務事業の手段と活動指標≫

①

②

③

④

⑤

≪事務事業の成果≫

≪事務事業の評価≫

≪今後の方向性と改善≫

■評価責任者記入欄■

〈判定〉

妥
当
性

有
効
性

A

〈判定〉

B

〈判定〉

A

研修会への参加、関係図書
購入等を行う。

面接相談員を配置する。

単位

10

％

計算方法又は説明

研修会参加等回数

千円

体制整備強化事業

事務事業を構成する細事業

相談件数 件

継続世帯の収入資産状況を関
係機関照会等で把握する。

単位手段（細事業の具体的内容）

レセプト点検件数

2 後発医薬品使用率

1

成果指標（意図の数値化）

過誤調整額（=効果額）

後発医薬品の使用率（金額ベース）

H23目標 H24目標

H23実績 H24実績

関係職員等研修啓発事
業

医療扶助適正実施推進
事業

活動指標

診療報酬明細書等点検
充実事業

収入・資産状況把握等
充実事業

10

15,000 15,000

H25実績

H26目標

180

15,000

10

422調査件数

人
医療扶助相談・指導員を配
置する。

委託により、毎月レセプト点
検を実施する。

成果向上の余地

22,839

評価の視点

15,00015,000

評価

レセプト点検により判明した過誤調
整額

評価の説明

15,967 19,508

15 2015

11.3 15.2

181

24

460

174

10

100199

10

H25目標

64件

先発医薬品処方者への後発医
薬品の使用促進者数

11,369 11,882 11,708

上位施策への貢献度

H26計画H25実績H23実績 H24実績

目標の達成度

実施主体の妥当性

事業を止めた場合、受益者に不利益が生じる
等の影響があるか。

税金を使って達成する目的か。また、役割が
薄れていないか。

市が実施すべき事業か。また、民間やNPO等
他の団体では実施できない事業か。

廃止・休止の影響

十分

余地なし

目的の妥当性

余地あり

未達成

成果がもっと上がる余地はないか。

成果指標の目標値は達成できたか。

上位施策の目的達成に貢献しているか。
不十分

余地なし

縮小を検討

評価項目

今後の方向性

公平性 受益者負担の余地

コスト低減の余地

事業統合の余地

効
率
性

余地あり

余地なし

拡充して継続

】

特になし

余地なし

休止・廃止を検討現状のまま継続

受益者負担について、これ以上検討の余地は
ないか。また、対象、負担額等は適切か。

余地あり

達成

影響なし

影響あり

件

回

問題あり

問題あり

問題なし

成果が上がる余地はあると思われる
が、現状の職員数では限りがあるた
め、よりマンパワーが必要となる。保護
費削減にも貢献している。

生活保護の適正実施のために必要な
経費を確保することができる。

類似する他の事務事業との統合について、こ
れ以上検討の余地はないか。 余地なし

余地あり

余地あり

問題なし

コストの低減について、これ以上検討の余地
はないか。

余地あり

余地なし

本事業は、生活保護適正実施のために基本となる事業で効果も大きい。今後とも継
続し、生活保護の適正実施に努める。

廃止他事業と統合民間活用改善・見直し細事業の効率化【

評価責任者（課長）の所見

事務事業の執行上、簡素化又は改善できるプ
ロセスはないか。

民間委託など民間活力の活用について、これ
以上検討の余地はないか。

執行方法改善の余地

民間の活用の余地

昨年からの見直し・改善状況

生活保護の適正実施のために必要な事業であり、現状のまま継続するが、専門職の増員については
検討の余地がある。

判断理由及び見直し・改
善の具体的内容

評価責任者

松岡　康吉
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